
（１）協働の定義 

「協働」という言葉には、全国的に統一された定義はありません。 

県では「心の通いあう地域づくりのための協働指針」において、協働を次のように定義しました。 

－１－ 

１ 協働とは？ 

ＮＰＯ、企業、行政等の多様な主体が、 

それぞれの特性を活かし、 

対等な立場で共通の目的を達成するために協力すること 

『 協働 』 とは

「協働」は、「経験や立場、価値観等が異なるものが、共通の目的や目標に向かって、

対等な関係で協力して取り組む」場合に多く使われます。 

一方、「共同・協同」は、「比較的同じような立場や背景を持つものが力を合わせる」

場合によく使われます。 
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（１）協働の主な手法

－６－

５ 協働の手法

先駆性や専門性、地域性等

のＮＰＯの特性（19ページ

参照）を活かせるため、多

様な社会的ニーズにきめ細

やかに対応できる。

企業や行政等が直接実施せ

ず、ＮＰＯに委託して事業

を実施する方法。 

事業に係る責任と成果は、

委託者（企業や行政等）に

帰属する。

委  託

補  助

実行委員会 

・協議会 

ＮＰＯの特性を活かすため、Ｎ

ＰＯへの要望や提案は、できる

限り枠組みに留めた内容で行う

ことが望ましい。 

ＮＰＯが下請けにならないよう

に、十分な協議・調整が必要。

ＮＰＯが主体的に行う公益

性の高い事業を支援するた

め、補助金等を交付する方

法。

ＮＰＯの自主的な活動が望

めるとともに、財政基盤の

弱いＮＰＯが活動を活性化

させていくことができる。 

行政が取り組んでいない事

業実施や公益的サービスの

提供が期待できる。

補助は継続的な交付ではないた

め、ＮＰＯが事業継続を目指し

て財源を確保する必要がある。 

事業主体であるＮＰＯが、責任

を持って主体的に最後まで適正

に事業執行できるよう、行政等

の指導や助言が必要。

事業企画の段階から、ＮＰ

Ｏの特性を活かした協働が

可能となる。

役割分担が偏ったり、一方の主

導だけで事業が進んだりしない

よう、事業実施前から十分な協

議・調整が必要。

企業や行政が後援すること

で、ＮＰＯの活動に対する

社会的信用が増し、活動へ

の理解と信頼性が高まる。

単なる「名義貸し」にならない

よう、今後の事業展開等に対す

る理解や協力を心がける。 

手続は、その事業に関係する事

務を分掌する部署に協議後、依

頼書（任意様式）を提出する。

幅広い関係者による事業実

施が可能となる。 

参加団体間のネットワーク

が構築されるとともに、互

いの情報やノウハウの共有

が図れる。

構成団体の自主性を尊重すると

ともに、責任の所在が曖昧にな

らないよう、役割分担を明確に

する必要がある。 

十分に情報共有や意見交換を行

い、事業の目的や実施方法等の

共有を図る。

共  催

後  援

手 法 内 容 効 果 注意事項

ＮＰＯが主体的に行う公益

性の高い事業に対し、企業

や行政が後援名義の使用を

認めて支援する方法。 

例えば、チラシやポスター、

パンフレット等に「後援 大

分県」などの記載が可能と

なる。

ＮＰＯ、企業、行政等で構

成された「実行委員会」や

「協議会」が一つの主体と

なって事業を行う方法。

ＮＰＯ、企業、行政等が共

に主催者となって、共同で

一つの事業を行う方法。



（２）協働手法の検討 

ＮＰＯとの協働には、様々な手法が考えられます。 

事業目的を実現するためには、「事業の主体はどこがいいか」、「協働の効果が最も得られるのは、どの手法か」、

「どのような問題点や注意点が想定できるか」等を検討して、最も効果的で効率的な手法を選択してください。 

また、従来の手法に囚われず、事業目的の達成のために、より効果的な手法を検討し、導入することも重要

です。 

いずれの手法においても、事業の進捗状況や役割分担を明確にし、その情報を常に共有することが重要です。 

◆「ＮＰＯと企業」の協働の場合 

－７－

地域に密着したＮＰＯが協

力することで、状況に応じ

た対応と地域住民の積極的

な参加が期待できる。 

住民参加型地域保全制度の

こと。 

地域に密着したＮＰＯが、

その地域の道路や河川、公

園などの「里親」となって、

清掃や植生管理などを行う

方法。

内 容

アダプト 

システム

指定管理者 

制度 

協定の内容（必要な機材や設備

の貸与、損害保険の負担、活動

団体の掲示等）を十分に話し合

い、役割分担を明確にして協定

書の締結を行う。

ＮＰＯが公の施設管理・運

営を行う方法

ＮＰＯが公の施設管理や運

営を代行することによっ

て、多様な社会的ニーズに

きめ細やかに対応できる。 

ＮＰＯにとって、継続的な

財源として、安定した団体

運営が見込める。

ＮＰＯが新しく指定管理者制度

の導入を提案する場合、条例等

の整備が必要になる場合がある

ため、実施可能かどうか、事前

に行政との検討や協議が必要。

手 法 注意事項効 果

企業の社会貢献活動の企画・実施に協力、

企業の商品や提供サービスの共同開発、企

業の社員研修等への協力（講師等）

事業の後援、共催

製品の提供、物品の提供、施設・設備の貸

与

社員ボランティア、技術や専門的知識の提

供

寄附、助成金、協賛金、*マッチング・ギ

フト、*ＣＲＭ

手法の事例

主に企業      ＮＰＯ

主に企業      ＮＰＯ

主に企業      ＮＰＯ

主に企業      ＮＰＯ

きっかけ 

事業実施

物 品

人 的

金 銭

形態

事業型

支援型

主にＮＰＯ      企業

分類

参　　画　事業計画段階への参画、審議会への参加
　　　　　（事業を計画する際にＮＰＯから提案を受ける）

事業協力　事業の実施、広報等で協力

意見交換　情報交換・意見交換の実施

施設提供　行政の委託事業に付随する施設提供等による
　　　　　利益供与（公共施設の提供）


